
当初：令和 2 年 4月 1日 

変更：令和 2 年 5月 31 日 

令和 2 年度行政評価計画 

  

１ 目的 

  令和 2 年度の行政評価は、第４次総合計画後期基本計画に掲げる各施策の推進を図る観

点から、財源、人材等の行政資源を適切に配分して課題に即した行政活動を展開すること

により、三田市に関わる全ての人の満足度を向上させることを目的とする。 

２ 行政評価の対象 

第４次総合計画後期基本計画に規定する施策（30 項目。以下「対象施策」という。） 

３ 行政評価の種類 

  事後評価（評価時点までに確定した活動等の内容とその効果や課題等に対する評価） 

４ 行政評価の手法 

 (1) 内部評価（5 月） 

実施機関は、次により内部評価を行う。 

  ① 対象施策を所管する部等の長は、前年度の施策の実施状況等を踏まえて、施策ごと

に内部評価を行う。 

  ② 内部評価に当たっては、対象施策における「重点項目等の取り組み結果」や「成果

指標等の推移」に着目して分析し、「今後の重点課題等」を取りまとめて評価調書を作

成する。 

  ③ 庁内決裁により内部評価の確認を行う。 

 (2) 内部評価の公表とパブリックコメントの実施（6 月～7 月） 

  ① 実施機関は、(1)の内部評価を次の方法で公表する。 

   ・市役所、市民センターへの備え付け 

   ・ホームページへの掲載 

  ② 公表にあわせ、内部評価に対する市民意見を募集する。この募集は、三田市市政へ

の市民参加条例に規定するパブリックコメント手続に準じて行う。 

  ③ 実施機関は、パブリックコメントの実施内容を事前に市議会に情報提供する。 

 (3) 外部評価（7 月～8 月） 

   次により外部評価を行う。 

① 外部評価の対象は概ね 5 施策とし、三田市行政評価委員会（以下「委員会」という。）

において内部評価の検証を行う。 

② 実施機関は、これまでの外部評価対象施策の状況及び委員会委員の意見等を勘案し、



外部評価の対象とする施策を決定する。 

③ 実施機関は、外部評価の対象となった施策及び構成事務事業について、委員会が充

実した調査審議を行えるよう、必要に応じて資料を追加提出する。 

④ 委員会は、対象施策ごとに所管部局への聴き取りを行うなどして審議を実施し、外

部評価として取りまとめる。 

⑤ 外部評価の結果は公表し、あわせて市議会に情報提供する。なお、この公表等は、

(4)の行政評価の確定と公表等とあわせて実施することができる。 

(4) 内部評価の見直し 

実施機関は、(2)のパブリックコメント、(3)の外部評価等に基づいて内部評価の見直し

を行い、その内容を公表する。あわせて、市議会に情報提供する。 

 

５ スケジュール概要 

 ① 2 月下旬～4 月 内部評価 

 ② 6 月上旬  庁内決裁における確認 

 ③ 6 月～7 月 市議会への報告、パブリックコメント 

 ④ 7 月～8 月 三田市行政評価委員会開催（3 回予定） 

 ⑤ 9 月  行政評価の確定と公表等 

  (参考) 9 月（時期未定） 市議会予算決算常任委員会 

６ 行政評価の結果の活用 

行政評価は、行政運営全体から見て、本計画の目的を実現するための前提となる営みで

あり、とりわけ予算編成との関係においては、評価結果を施策ごとの財源に反映させるな

ど一貫した取り組みを進めることが求められる。そのため、行政評価の結果を次のとおり

活用する。 

 ① 令和３年度市政運営方針の検討に係る情報 

 ・市政運営の方向性指示に資する情報（トップマネジメント） 

 ・重点課題への対応のための予算や人材、定数の確保、組織改正等の根拠 

② 予算編成過程との連携 

③ 市政の取り組み状況を周知するための公表情報 

④ 市議会における決算審議に関する参考資料 

 


